
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 消費税の端数処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：令和元年10月に消費税の軽減税率制度

が実施されましたが、端数処理はどうしたら

いいのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようにします。 

【解説】  

軽減税率制度の下では、基本的には、税率の

異なるごとに売上げ及び仕入れを記帳し、こ

れを基に、税率ごとの売上総額及び仕入総額

を算出して売上税額及び仕入税額を計算する

ことになります。 

なお、消費税の申告に当たっては、軽減税率

制度の実施前において一定の要件の下、一領

収単位ごとに一円未満の端数処理を行った消

費税等相当額（消費税及び地方消費税の合計

額に相当する金額）に基づいた消費税額の計

算（積上げ計算）を行うことができましたので、

実施後においても税率が複数となりますが、

その税率の異なるごとに端数処理を行うこと

が認められることとなっています。 

具体的には、一領収単位において税率の異

なるごとに１円未満の端数処理を行った場合

には、これまでと同様の要件を満たすことを

前提として、税率の異なるごとに端数処理を

行った後の消費税等相当額を基礎として納付

すべき消費税額等の計算を行うことができる

こととされています。  
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